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ピーナッツやアーモンド等のいわゆるナッ
ツ類は、栄養価の高さや手軽に購入できるこ
とから、よく食べられていますが、害虫やカ
ビによるリスクがあり、栽培段階で農薬が使
われることがあります。また、ナッツ類は多
くを輸入に依存しており、その安全性評価は
重要です。そこで市販のナッツ類を対象に残
留農薬を調べ、消費者へ情報提供します。

テスト品

いわゆるナッツ類　18銘柄
・アーモンド　　　　 3 銘柄（№ 1 ～ 3 ）
・カシューナッツ　　 3 銘柄（№ 4 ～ 6 ）
・くるみ　　　　　　 3 銘柄（№ 7 ～ 9 ）
・ピーナッツ（※）　　 3 銘柄（№10～12）
・ピスタチオ　　　　 3 銘柄（№13～15）
・ミックスナッツ　　 3 銘柄（№16～18）

※ピーナッツは植物学上、「豆類」に分類さ
れますが、外見や食感から一般的にナッツと
して認識されているため、本テストでは、こ
れらを総称して「いわゆるナッツ類」としま
した。

調べた農薬

・412種類の農薬

テスト方法

・ガスクロマトグラフ質量分析計で測定。

テスト結果

　412種類の農薬を調べたところ、農薬は検
出されませんでした。
　食品衛生法で規定される残留農薬基準で
は、各ナッツに残留農薬基準値が設定されて
おり、くるみに195種類 、アーモンドに204
種類、ピーナッツに214種類、その他のナッ

ツ類（カシューナッツ、ピスタチオ）に198
種類の農薬が設定されています。また、残留
農薬基準とは別に「ポジティブリスト制度」
があります。この制度は、残留農薬基準が設
定されていない農薬等の安全管理を目的とし
ており、食品中に農薬等が一律基準（0.01 
ppm）を超えて残留してはならないとしてい
ます。今回のテストでは一律基準を超えた銘
柄はありませんでした。

表示

　食品表示法に規定される義務表示事項が全
銘柄で確認されました。
　食物アレルギーは特定の食物を摂取した際
に免疫反応が過敏に働き、身体に不利益な症
状が生じる現象です。特にピーナッツ、くる
みは症例数が多く、食後 2 時間以内に発症す
る即時型のアレルギーでは、蕁麻疹（じんま
しん）や咳などの症状に加え、重篤な症状を
引き起こすことがあるため、食品表示法では

「特定原材料」に指定され、表示義務があり
ます。
　 2 銘柄（№ 5 、 8 ）に有機 JAS マークが

いわゆるナッツ類の残留農薬いわゆるナッツ類の残留農薬
～18銘柄から農薬は不検出～～18銘柄から農薬は不検出～

商品テスト

テストした18銘柄
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ありました。有機 JAS マークは、農薬や化
学肥料などの化学物質に頼らずに生産された
食品に付けられるマークであり農林水産省が
定める国家規格です。

　有機 JAS マ
ークの貼付は、
有機 JAS 規格
に適合して生
産・製造が行わ
れていることを
登録認定機関が
検査し、認定し
た事業者のみに
認められます。

消費者へのアドバイス

　412種類の農薬を調べた結果、すべての銘
柄から農薬は検出されませんでした。
　ナッツ類のうちピーナッツ、くるみはアレ
ルギーの症例数の多さから「特定原材料」（ 8
品目）に指定されています。
　特定原材料に指定されていないその他の
ナッツ類についても、アーモンド等について
は「特定原材料に準ずるもの」（20品目）と
して扱われていますが、義務表示ではありま
せん。このことから、食物アレルギーを有す
る人は注意が必要です。よく表示を確認しま
しょう。

テスト結果

有機 JASマーク


